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　　(4) 管種は、記号で表示するものとし、区分は次のとおりとする。 　　(4) 管種は、記号で表示するものとし、区分は次のとおりとする。
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２　完成図作成要領

配水管工事標準仕様要領集新旧対照表（令和6年10月施行）

改訂案 現　行

　４　表示方法 　４　表示方法
２　完成図作成要領

　　　オ　ポリエチレン管　ＰＰ（１種２層管）　　　オ　ポリエチレン管　ＰＰ（１種二層管）



P48 P48

P49 P49

　　6.空白の欄は、所有者名（秋田市上下水道局、秋田市消防本部、○○ビル、 　　6.空白の欄は、所有者名（秋田市上下水道局、○○ビル、○○不動産等）
　　　○○不動産等）を表示する。 　　　を表示する。

P63 ９　管路等の水圧試験要領

こと。
　　は20分、φ100は30分、φ150は45分、φ200は60分以上経過したあとにする

７　仕切弁表示要領
　２　プレートの表示
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７　仕切弁表示要領
　２　プレートの表示

　３　水道配水用ポリエチレン管の水圧試験
　　通水は、融着・冷却後にクランプを取り外せる状態になってから、φ50、75

改訂案 現　行



P64 P64

P73 １２　埋設シート敷設要領
　　３　敷設方法
　　　７　埋設枚数は、φ300㎜以下1枚、φ350～500㎜2枚並列、φ600㎜以上3枚
　　　　　並列とする。
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改訂案 現　行

工事番号の削除工事番号の削除



P93

P99 P99
　　９　その他

　　(2) 水道配水用ポリエチレン管(HPPE)用仕切弁やメカニカルソケット等の金属
　　　　　部分には、防食を目的としたポリエチレンスリーブを、「ポリエチレンスリ
　　　　　ーブ施工要領」に基づき行うこと。

１６　水道配水用ポリエチレン管施工要領
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改訂案 現　行

１６　水道配水用ポリエチレン管施工要領
　　９　その他

　　　(2) 水道配水用ポリエチレン管(HPPE)用仕切弁やメカニカルジョイント等の金属
　　　　　部分には、防食を目的としたポリエチレンスリーブを、「ポリエチレンスリ
　　　　　ーブ施工要領」に基づき行うこと。



P100 工事番号削除
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改訂案 現　行



P101 P101
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改訂案 現　行
工事番号削除



P102 P102
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改訂案 現　行
名称変更



P103 P103
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改訂案 現　行



P104 P104
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改訂案 現　行



P105 P105
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改訂案 現　行
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改訂案 現　行
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改訂案 現　行


